
新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容現　行　改　定

建設業退職金共済制度の様式と
名称を変更（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

工事書類簡素化一覧表 （別表１-１）検査時納品書類（１/２）

（土木工事編） （別表１-１）検査時納品書類（２/２）

（別表１-２）監督員が準備する書類（１/２）

（別表１-２）監督員が準備する書類（２/２）

（別表１-３）請負者手持ち資料

メール対応様式 工事施工協議簿

材料確認簿

段階確認簿

立会簿

休日・夜間作業届

現場休工届

その他様式 市民の声整理表（様式９５）

工事工程月報

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（様式９６、９７）

共同企業体編成表（様式１０７）

工事施工協議簿（様式８７）

掛金収納書提出用台紙【建退共様式01】

収納書提出期限延長申出書【建退共様式02】

建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表【建退共様式03】

建退共掛金収納書届に係る申出書（参考：旧建退共様式０２）

請負代金内訳書（様式２-３０）

契約書別紙（様式２）

承諾書（部分使用）（工事様式２-１２）

臨時検査願等（中間技術検査・臨時技術検査）（様式１、様式３）

工事部分検査願（工事様式２-１０）

現場発生品調書

支給材料受領書・精算書

環境保全関連届出様式 特定建設作業実施届出書（騒音規制法、振動規制法）

建設作業実施報告書（建設作業にかかる指導の基本方針）

地下掘削工事届（札幌市生活環境の確保に関する条例）

地下水ゆう出量等報告書（札幌市生活環境の確保に関する条例）

工事完成検査及び引渡し確認書（下請検査用参考様式）

その他要領・解説等 工事写真ダイジェスト版の作成要領

工事カルテ作成及び登録フロー（札幌市独自ルール）

排対・低騒音型建設機械一覧について

【再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書参考資料】
特定建設資材とは？

—　目　次　—

　このほか、札幌市の各種様式・届出のうち、インターネットで配布可能なものを下記の「申請書・届出
書ダウンロードサービス」掲載しています。

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/nyusatsujoho/index.html

　ここに無い様式については、下記のＵＲＬ（札幌市財政局管財部契約管理課ＨＰ）から「札幌市入札情
報サービス」のページへ移動し、「工事・設計等・道路維持除雪」「共通ファイルダウンロード」のペー
ジから様式を入手することができます。

https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/index.html

工事書類簡素化一覧表 （別表１-１）検査時納品書類（１/２）

（土木工事編） （別表１-１）検査時納品書類（２/２）

（別表１-２）監督員が準備する書類（１/２）

（別表１-２）監督員が準備する書類（２/２）

（別表１-３）請負者手持ち資料

メール対応様式 工事施工協議簿

材料確認簿

段階確認簿

立会簿

休日・夜間作業届

現場休工届

その他様式 市民の声整理表（様式９５）

工事工程月報

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（様式９６、９７）

共同企業体編成表（様式１０７）

工事施工協議簿（様式８７）

建退共掛金収納書届（建退共様式０１）

建退共掛金収納書届に係る申出書（建退共様式０２）

建退共証紙貼付実績書（建退共様式０３「別記様式１」）

収納書提出期限延長申出書（様式04）

請負代金内訳書（様式２-３０）

契約書別紙（様式２）

承諾書（部分使用）（工事様式２-１２）

臨時検査願等（中間技術検査・臨時技術検査）（様式１、様式３）

工事部分検査願（工事様式２-１０）

現場発生品調書

支給材料受領書・精算書

環境保全関連届出様式 特定建設作業実施届出書（騒音規制法、振動規制法）

建設作業実施報告書（建設作業にかかる指導の基本方針）

地下掘削工事届（札幌市生活環境の確保に関する条例）

地下水ゆう出量等報告書（札幌市生活環境の確保に関する条例）

工事完成検査及び引渡し確認書（下請検査用参考様式）

その他要領・解説等 工事写真ダイジェスト版の作成要領

工事カルテ作成及び登録フロー（札幌市独自ルール）

排対・低騒音型建設機械一覧について

【再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書参考資料】
特定建設資材とは？

https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/index.html

—　目　次　—

　このほか、札幌市の各種様式・届出のうち、インターネットで配布可能なものを下記の「申請書・届出
書ダウンロードサービス」掲載しています。

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/nyusatsujoho/index.html

　ここに無い様式については、下記のＵＲＬ（札幌市財政局管財部契約管理課ＨＰ）から「札幌市入札情
報サービス」のページへ移動し、「工事・設計等・道路維持除雪」「共通ファイルダウンロード」のペー
ジから様式を入手することができます。
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 現　行

⑫建設業退職金共済証紙貼付
実績書を削除し、⑬～㉑の番号
を振り直す（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

建退共済制度資料の様式・名称
等の精査、根拠要綱の修正（札
幌市建設工事施工体系適正化
指導要綱の改定のため）

建退共制度資料の提出方法に
ついて修正

（別表１-２）監督員が準備する書類（２/２）（監督員に提出済みの資料）

① ②
監督時

確認書類
監督時

提出書類
検査時

確認書類

施工計画 ② 施工計画書 △ △ ○ ○
・変更分を随時提出する。
※軽微な変更(数量の僅かな増減等)で計画に大きく影響ない場合、変更計画書の提出不要

土木工事共通仕様書1-1-1-6

・その他（法的届出書） ・道路使用許可書、騒音・振動作業（様式あり）、廃棄物(PCB等)の届出等 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40

・その他（埋設物等確認書） ・下水、水道、ガス、電気、NTT、その他埋設ケーブル等 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40

・その他（官公庁への手続等）
※記載内容を事前に監督員にメール対応様式（報告）で送付
※許可、承諾等は施工計画書に添付

土木工事共通仕様書1-1-1-40

・その他（現場環境改善等計画書） ※実施する場合に事前提出
特記仕様書による
土木工事共通仕様書1-1-1-32-9

・その他（工事特性・創意工夫・社会性
　　　　　　等に関する実施計画書）

※実施する場合に事前提出 土木工事共通仕様書1-1-1-54

・架設計画書（施工計画書に追記）
※鋼橋の架設、コンクリート橋（堰の管理橋を含む）の架設又は鋼製シェッドの架設がある場合
※設計図書に示した場合、又は工事監督員の承諾を得た場合、項目の全部又は一部を省略可

土木工事共通仕様書1-1-1-6

③
再生資源利用実施書
及び再生資源利用促進実施書

△ △ ○ ○
※施工計画書に追加掲載する。
※COBRISデータを別途メール対応様式（提出）に添付して送付
※監督員は産業廃棄物管理表（マニフェスト）との整合を確認

土木工事共通仕様書1-1-1-22

施工管理 ④ 工事工程月報（履行報告） △ ○
・工事施工前１ヵ月分
※実施工程表に進捗状況を記入

契約約款第11条、土木工事共通仕様書1-1-1-30
土木工事施工管理基準 1 施工管理一般1-9

⑤ 施工体制台帳（体系図含む） △ △ ○ ○ ・全ての工事対象（土木）、当初・追加・変更
建設業法第24条の8、適正化法第15条
土木工事共通仕様書1-1-1-14
施工体制台帳作成のポイントを参照

⑥ 共同企業体編成表 △ ○
・運営委員会及び工事事務所の組織、人員配置等を記載
※共同企業体協定書の写しと共に、施工体制台帳に添付する

土木工事共通仕様書1-1-1-14

品質管理 ⑦ 材料品質管理 △ △ ○ ○

海外建設資材品質審査証明書
※海外のJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合に当該証明書、ある
いは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出する。

指定材料品質証明・試験結果
※設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果、見本又は品質を証明する資
料を事前に提出することと指定された工事材料（JISマーク表示品を除く）

安全管理 ⑧ 事故報告書 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-35

⑨ 火薬類使用計画書 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-33

支給品 ⑩ 支給材料関係書類 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-20

発生品 ⑪ 工事現場発生品調書関係書類 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-21

その他 ⑫ 設計図書の照査資料 △ ○ ※契約約款第18条第1項(1)～(5)に該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-3

⑬
測量成果簿
（用地幅杭、工事用多角点、仮ＢＭ等）

△ ○
・必要に応じて用地幅杭の保全状況等の写真を撮影する
※設計図書の数値と測量結果に差異がある場合は監督員の指示を受ける

土木工事共通仕様書1-1-1-42

⑭
コリンズ登録内容確認書
登録のための確認のお願い（写し）

△ △ ○ ○
・500万円以上の工事は、受注・訂正・変更(変更が竣功日の10日以内の場合は不要) ・竣功時
※メールで送付し、監督員が印刷、施工計画書に添付する。※札幌市独自ルール

土木工事共通仕様書1-1-1-8

⑮ 施工管理関係資料一式 △ ○
※施工管理関係で添付された資料がある場合
（施工協議簿資料、段階確認・立会資料、材料確認資料等）

⑯ 「市民の声」整理表 △ ○
※地域住民との交渉は事前に監督員に報告
※交渉経過を監督員にメール対応様式（報告）で送付

土木工事共通仕様書1-1-1-40

⑰ 各種調査票(各種台帳類) △ ○ ※該当がある場合(労務費調査、国の施工動向調査等） 土木工事共通仕様書1-1-1-16

⑱ 工事の一時中止に伴う基本計画書 △ ○
※工事が一時中止となる場合
※中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出

土木工事共通仕様書1-1-1-17

⑲ 総合評価提案内容チェックシート △ ○
※入札方式が総合評価方式の場合で請負者の提案した技術提案（VE提案）がある場合
※該当工事の場合請負者が作成し、監督員が記入

⑳ 「法定外の労災保険」の保険証券 △ 〇 ※保険証券の写しを工事着手の前に工事監督員へ提出 土木工事共通仕様書1-1-1-47

分 類

書 類 名
作成書類の確認方法

備 考 該 当 根 拠
　書類の種別は①監督員提出時
　書類の種別は②検査時（監督員が作成）

土木工事共通仕様書1-2-2-1
土木工事共通仕様書1-3-6-2アスファルト舗装の材料

（電子データ◎、紙■、選択△）

（別表１-３）請負者手持ち資料

施工管理 ① △ ○ ○

※元請負人は下請負人から完成通知を受けた時は20日以内で、かつできる限り短い期間内に、
その完成を確認するための検査を完了しなければならない。（下請からの完成通知や引渡しの申
し出など口頭でも足りるが、後日の紛争防止のため、書面で行った方が良い）
※帳簿記載事項に検査の完了と、目的物の引渡しをした年月日を記載する必要がある。
※警備業者、運搬業者（運搬業務のみ）については書面不要

建設業法第24条の4
建設業法施行規則第26条に規定する帳簿記載事項
・建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
・当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日

② ■ ○ ○
・Ｅ票(間に合わない場合はＤ票)及び計量伝票
※監督員は再生資源利用促進実施書との整合を確認（廃棄場所での搬入状況写真は不要）

土木工事共通仕様書1-1-1-22
※排出事業者に5年間の保存義務、コピーの提出不要。

③ △ ○ ○ ・原本は契約担当課に提出し、写しを手持ち資料とする 札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱第10条の2

・建退共様式01
土木工事共通仕様書1-1-1-46
指導要綱第10条の2 (1)

・建退共様式02
※該当がある場合

指導要綱第10条の2 (2)

・建退共様式03 指導要綱第10条の2 (3)

・参考：旧建退共様式02（社内規定、中退共等に加入の場合は証明書を添付）
旧指導要綱第10条の2 (1)
※指導要綱からは削除されたが共通ファイルダウンロードに
は掲載あり

④ △ ○ 　 ・指定材料の納品伝票・出荷証明等（過度な整理は不要）

⑤ △ ○ ○ ※共同企業体の場合 土木工事共通仕様書1-1-1-14-7

品質管理 ⑥ △ ○ ○
・品質を証明する試験結果表、性能試験結果、ミルシート等（引渡し後、５年間保管）
※JIS製品の場合は、JISマーク表示の写真のみで可
※コンクリート再生骨材の試験表の提出は不要

土木工事共通仕様書1-2-2-1

安全管理 ⑦ 安全訓練・教育資料 △ ○ 　
土木工事共通仕様書1-1-1-31
土木工事共通仕様書1-1-1-32

⑧ 安全管理資料 △ ○ 土木工事共通仕様書1-1-1-38

○ ・施工計画書記載の過積載防止対策について、実施状況を確認

工程管理 ⑨ △ ○

その他

作業日報

検査時
確認書類（電子データ◎、紙■、選択△）

書 類 名

・ライフライン事故防止対策

・過積載防止対策

分 類
作成書類の確認方法

備 考監督時
確認書類

監督時
提出書類

・収納書提出期限延長申出書

・掛金収納書提出用台紙

・仮設施設点検記録

・使用機械車検証

・安全訓練、教育実施

・災害防止協議会

下請の検査・検収資料

・建退共掛金収納書に係る申出書

該 当 根 拠

使用材料品質規格証明

・各種免許証、資格者証

使用材料集計資料

・使用機械点検記録

運営委員会開催報告書

・店社パトロール

・ＴＢＭ、ＫＹ

・新規入場者教育

産業廃棄物管理表(マニフェスト)

・保安施設

・安全巡視

建退共制度資料（写し）

・建設業退職金共済制度掛金充当実績総
括表

（別表１-２）監督員が準備する書類（２/２）（監督員に提出済みの資料）

① ②
監督時

確認書類
監督時

提出書類
検査時

確認書類

施工計画 ② 施工計画書 △ △ ○ ○
・変更分を随時提出する。
※軽微な変更(数量の僅かな増減等)で計画に大きく影響ない場合、変更計画書の提出不要

土木工事共通仕様書1-1-1-6

・その他（法的届出書） ・道路使用許可書、騒音・振動作業（様式あり）、廃棄物(PCB等)の届出等 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40

・その他（埋設物等確認書） ・下水、水道、ガス、電気、NTT、その他埋設ケーブル等 土木工事共通仕様書1-1-1-32、1-1-1-40

・その他（官公庁への手続等）
※記載内容を事前に監督員にメール対応様式（報告）で送付
※許可、承諾等は施工計画書に添付

土木工事共通仕様書1-1-1-40

・その他（現場環境改善等計画書） ※実施する場合に事前提出
特記仕様書による
土木工事共通仕様書1-1-1-32-9

・その他（工事特性・創意工夫・社会性
　　　　　　等に関する実施計画書）

※実施する場合に事前提出 土木工事共通仕様書1-1-1-54

・架設計画書（施工計画書に追記）
※鋼橋の架設、コンクリート橋（堰の管理橋を含む）の架設又は鋼製シェッドの架設がある場合
※設計図書に示した場合、又は工事監督員の承諾を得た場合、項目の全部又は一部を省略可

土木工事共通仕様書1-1-1-6

③
再生資源利用実施書
及び再生資源利用促進実施書

△ △ ○ ○
※施工計画書に追加掲載する。
※COBRISデータを別途メール対応様式（提出）に添付して送付
※監督員は産業廃棄物管理表（マニフェスト）との整合を確認

土木工事共通仕様書1-1-1-22

施工管理 ④ 工事工程月報（履行報告） △ ○
・工事施工前１ヵ月分
※実施工程表に進捗状況を記入

契約約款第11条、土木工事共通仕様書1-1-1-30
土木工事施工管理基準 1 施工管理一般1-9

⑤ 施工体制台帳（体系図含む） △ △ ○ ○ ・全ての工事対象（土木）、当初・追加・変更
建設業法第24条の8、適正化法第15条
土木工事共通仕様書1-1-1-14
施工体制台帳作成のポイントを参照

⑥ 共同企業体編成表 △ ○
・運営委員会及び工事事務所の組織、人員配置等を記載
※共同企業体協定書の写しと共に、施工体制台帳に添付する

土木工事共通仕様書1-1-1-14

品質管理 ⑦ 材料品質管理 △ △ ○ ○

海外建設資材品質審査証明書
※海外のJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合に当該証明書、ある
いは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出する。

指定材料品質証明・試験結果
※設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果、見本又は品質を証明する資
料を事前に提出することと指定された工事材料（JISマーク表示品を除く）

安全管理 ⑧ 事故報告書 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-35

⑨ 火薬類使用計画書 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-33

支給品 ⑩ 支給材料関係書類 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-20

発生品 ⑪ 工事現場発生品調書関係書類 △ ○ ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-21

その他 ⑫ 建設業退職金共済証紙貼付実績書 △ 〇 ※該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-46

⑬ 設計図書の照査資料 △ ○ ※契約約款第18条第1項(1)～(5)に該当がある場合 土木工事共通仕様書1-1-1-3

⑭
測量成果簿
（用地幅杭、工事用多角点、仮ＢＭ等）

△ ○
・必要に応じて用地幅杭の保全状況等の写真を撮影する
※設計図書の数値と測量結果に差異がある場合は監督員の指示を受ける

土木工事共通仕様書1-1-1-42

⑮
コリンズ登録内容確認書
登録のための確認のお願い（写し）

△ △ ○ ○
・500万円以上の工事は、受注・訂正・変更(変更が竣功日の10日以内の場合は不要) ・竣功時
※メールで送付し、監督員が印刷、施工計画書に添付する。※札幌市独自ルール

土木工事共通仕様書1-1-1-8

⑯ 施工管理関係資料一式 △ ○
※施工管理関係で添付された資料がある場合
（施工協議簿資料、段階確認・立会資料、材料確認資料等）

⑰ 「市民の声」整理表 △ ○
※地域住民との交渉は事前に監督員に報告
※交渉経過を監督員にメール対応様式（報告）で送付

土木工事共通仕様書1-1-1-40

⑱ 各種調査票(各種台帳類) △ ○ ※該当がある場合(労務費調査、国の施工動向調査等） 土木工事共通仕様書1-1-1-16

⑲ 工事の一時中止に伴う基本計画書 △ ○
※工事が一時中止となる場合
※中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出

土木工事共通仕様書1-1-1-17

⑳ 総合評価提案内容チェックシート △ ○
※入札方式が総合評価方式の場合で請負者の提案した技術提案（VE提案）がある場合
※該当工事の場合請負者が作成し、監督員が記入

㉑ 「法定外の労災保険」の保険証券 △ 〇 ※保険証券の写しを工事着手の前に工事監督員へ提出 土木工事共通仕様書1-1-1-47

（電子データ◎、紙■、選択△）

土木工事共通仕様書1-2-2-1
土木工事共通仕様書1-3-6-2アスファルト舗装の材料

該 当 根 拠
　書類の種別は①監督員提出時
　書類の種別は②検査時（監督員が作成）

分 類

書 類 名
作成書類の確認方法

備 考

（別表１-３）請負者手持ち資料

施工管理 ① △ ○ ○

※元請負人は下請負人から完成通知を受けた時は20日以内で、かつできる限り短い期間内に、
その完成を確認するための検査を完了しなければならない。（下請からの完成通知や引渡しの申
し出など口頭でも足りるが、後日の紛争防止のため、書面で行った方が良い）
※帳簿記載事項に検査の完了と、目的物の引渡しをした年月日を記載する必要がある。
※警備業者、運搬業者（運搬業務のみ）については書面不要

建設業法第24条の4
建設業法施行規則第26条に規定する帳簿記載事項
・建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
・当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日

② ■ ○ ○
・Ｅ票(間に合わない場合はＤ票)及び計量伝票
※監督員は再生資源利用促進実施書との整合を確認（廃棄場所での搬入状況写真は不要）

土木工事共通仕様書1-1-1-22
※排出事業者に5年間の保存義務、コピーの提出不要。

③ △ ○ ○
・契約担当課に直接提出する場合は、写しを手持ち資料とする。
※以下の書類が監督員に提出された場合、監督員は契約担当課へ送付すること。
　この場合、監督員が写しを取り、提出済み書類として、検査時に持参すること。

札幌市建設工事施工体系適正化指導要綱第10条の2

・建退共様式01
土木工事共通仕様書1-1-1-46
指導要綱第10条の2 (1)

・建退共様式03「別記様式１」
※手帳の写しは不要

指導要綱第10条の2 (2)

・建退共様式02（社内規定、中退共等に加入の場合は証明書を添付） 指導要綱第10条の2 (1)

・建退共様式04
※該当がある場合

指導要綱第10条の2 (1)

④ △ ○ 　 ・指定材料の納品伝票・出荷証明等（過度な整理は不要）

⑤ △ ○ ○ ※共同企業体の場合 土木工事共通仕様書1-1-1-14-7

品質管理 ⑥ △ ○ ○
・品質を証明する試験結果表、性能試験結果、ミルシート等（引渡し後、５年間保管）
※JIS製品の場合は、JISマーク表示の写真のみで可
※コンクリート再生骨材の試験表の提出は不要

土木工事共通仕様書1-2-2-1

安全管理 ⑦ 安全訓練・教育資料 △ ○ 　
土木工事共通仕様書1-1-1-31
土木工事共通仕様書1-1-1-32

⑧ 安全管理資料 △ ○ 土木工事共通仕様書1-1-1-38

○ ・施工計画書記載の過積載防止対策について、実施状況を確認

工程管理 ⑨ △ ○

その他

使用材料品質規格証明

・各種免許証、資格者証

使用材料集計資料

・使用機械点検記録

運営委員会開催報告書

・店社パトロール

・ＴＢＭ、ＫＹ

・新規入場者教育

産業廃棄物管理表(マニフェスト)

・保安施設

・安全巡視

建退共制度資料（写し）

・建退共掛金収納書に係る申出書

該 当 根 拠

・安全訓練、教育実施

・災害防止協議会

下請の検査・検収資料

・収納書提出期限延長申出書

作業日報

検査時
確認書類（電子データ◎、紙■、選択△）

書 類 名

・ライフライン事故防止対策

・過積載防止対策

分 類
作成書類の確認方法

備 考監督時
確認書類

監督時
提出書類

・建退共証紙貼付実績書

・建退共掛金収納書届

・仮設施設点検記録

・使用機械車検証
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 現　行

様式の追加（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

な し
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 　現　行

様式の追加（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

な し
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 　現　行

様式の廃止（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

廃 止

建退共様式01

　

この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

建設業退職金共済掛金収納書届

00（○）第0000-0号

（ 住 所 ）

（氏名又は名称）

令和　　年　　月　　日

札幌市長　　秋 元　克 広 　様

収　納　書　貼　付　欄
（証紙が複数あるときは裏面にも貼付してください）

令和　　年　　月　　日

請 負 者

令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日～

契約締結日

工　　　期

工　事　名

契 約 番 号

使

用

印
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 　現　行

様式の廃止（札幌市建設工事施
工体系適正化指導要綱の改定
のため）

廃 止

建退共様式03（別記様式１）

建設業退職金共済制度共済証紙貼付実績書 №

工事名

会社名

※工事の請負区分： 元請   ･下請  （いづれかに○をつける）

＜実績書の取扱いについて＞

　(1)　この様式は元請・下請共通様式です。実際に共済証紙を貼付した事業主が作成してください。

　(2)　下請事業主は元請事業主の現場代理人にこの実績書を提出してください。　

　(3)　元請事業主は自社分の実績書と下請事業主（２次以下の下請事業主含む）分の実績書をとりまとめて，受渡書提出時に契約管理課に提出してください。　

～ ※工期が複数年に渡る場合，実績書を複数作成し，ホチキスで閉じた後割印をしてください。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 貼付枚数合計 備　考

枚

被共済者手帳番号

貼付枚数合計

令和　　年　　月　　日工事請負期間 令和　　年　　月　　日

㊞
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新旧対照表（工事書類簡素化実施要領）令和5年6月

改定の内容　改　定 現　行

国土交通省ホームページのアド
レスが変更となったため修正

排出ガス対策型機械（一般工事）

排出ガス対策型機械（トンネル工事）

建設施工における環境対策https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/index.htm

排出ガス対策関係
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_c
onstplan_tk_000006.html

騒音・振動対策関係
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_c
onstplan_tk_000003.html

排 対 ・ 低 騒 音 型 建 設 機 械 一 覧 に つ い て

機　　種 備　　考

一般工事用建設機械

・バックホウ

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上

260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基

準が定められている自動車で、有効な自動車検査

証の交付を受けているものは除く。

・ダンプトラック

・トラックミキサ

トンネル工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル

機　　種 備　　考

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンと

は別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユ

ニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハ

ンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜

機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバー

スサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機）

ディーゼルエンジン（エンジン出力30kw以上

260kw以下）を搭載した建設機械に限る。ただ

し、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定

められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車

以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交

付を受けているものは除く。

　施工計画書に記載する指定機械は、土木工事共通仕様書 1-1-1-36環境対策による。

　また、指定機械を一覧表で確認できる場合、施工計画書にパンフレット・車検証等の証明書類を重

複添付することは不要であること、写真については現場搬入状況を工事写真として確認するので、施

工計画書への事前添付は不要であることに留意してください。

指定機械の認定・指定については、下記のショートカット（国交省建設施工企画課ホームページ）

から入手した一覧表を、施工計画書に添付することもできます。

・トラクタショベル（車輪式）

・ブルドーザ

・発電発動機（可搬式）

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイルクレーン

・大型ブレーカ

・コンクリート吹付機

・ドリルジャンボ

排出ガス対策型機械（一般工事）

排出ガス対策型機械（トンネル工事）

建設施工における環境対策 https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/index.html

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000006.html

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

排出ガス対策関係

騒音・振動対策関係

排 対 ・ 低 騒 音 型 建 設 機 械 一 覧 に つ い て

機　　種 備　　考

一般工事用建設機械

・バックホウ

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上

260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基

準が定められている自動車で、有効な自動車検査

証の交付を受けているものは除く。

・ダンプトラック

・トラックミキサ

トンネル工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル

機　　種 備　　考

（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンと

は別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユ

ニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハ

ンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜

機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバー

スサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機）

ディーゼルエンジン（エンジン出力30kw以上

260kw以下）を搭載した建設機械に限る。ただ

し、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定

められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車

以外の自動車の種別で、有効な自動車検査証の交

付を受けているものは除く。

　施工計画書に記載する指定機械は、土木工事共通仕様書 1-1-1-36環境対策による。

　また、指定機械を一覧表で確認できる場合、施工計画書にパンフレット・車検証等の証明書類を重

複添付することは不要であること、写真については現場搬入状況を工事写真として確認するので、施

工計画書への事前添付は不要であることに留意してください。

指定機械の認定・指定については、下記のショートカット（国土交通省ホームページ）から入手し

た一覧表を、施工計画書に添付することもできます。

・トラクタショベル（車輪式）

・ブルドーザ

・発電発動機（可搬式）

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイルクレーン

・大型ブレーカ

・コンクリート吹付機

・ドリルジャンボ
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